
Premium Service 

留 意 事 項
●毎年3月末の総預り資産残高※の合計額を判定基準とさせていただきます。 ※定期預金、投資信託、国債、外貨預金等合計残高 
●年金受取、給振指定、STIOのお取引き条件も毎年3月末を判定基準とさせていただきます。 ●毎年7月下旬ごろにカタログギフトを
発送します。 ●ギフトはお申し込み後、1ヵ月程度で発送します。 ●当行の総合的判断により、プレミアムサービスの対象外となる場合
もございますので、あらかじめご了承ください。 ●詳しくは店頭へお問い合わせください。

定期預金の新規お預入で抽選で500名さまに体験版ギフトをプレゼント！

●体験版ギフトは2026年10月下旬ごろにお客さまのご登録住所に郵送いたします。 ●転居、不在、その他の理由により、体験版ギフトが返送された場
合は権利を放棄されたものとみなします。 ●プレゼントは課税対象となる場合があります。 ●当行の総合的判断により、プレゼントの対象外となる場合
もございますので、あらかじめご了承ください。 ●プレゼントの内容は予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

以下期間中、新たに 1,000万円以上定期預金をお預入いただき、カタログギフトを 2026年5月31日までにお申し込みいただいた
方の中から、抽選で500名さまに体験版ギフトをプレゼントします。

※2026年3月31日時点の定期預金残高－2025年12月31日時点の定期預金残高≧1,000万円（2026年3月末時点で定期預金残高が1,000万円以上増加した方）
期間：2026年1月1日（木）～2026年3月31日（火）　お取引：期間中、新たに定期預金を1,000万円以上お預け入れいただいた方条件

2025 年 11 月 25 日現在

プラチナコースのお客さまのみ

当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。［連絡先］全国銀行協会相談室 ［電話番号］0570-017109または03-5252-3772

ご 愛 顧 に 感 謝 を こ め て 、

上記の条件を満たす方に いたしますカタログギフトを贈呈

残高条 件 お取引き条 件

5,000万円以上

3,000万円以上
500万円以上

総預り資産残高※

（固定性預金+預り資産残高） 当行で年金受取 当行に給振指定
shigagin card STIO

に加入oror

『しがぎん』からの贈りもの
プラチナコース

ゴールドコース

シルバーコース


